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 宮城県障害福祉計画最終案 中間案からの変更点 
 

該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（平成２９年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

1 

 

第１章 基本的事項 

 

１ 計画策定の根拠及び趣旨 

 本計画は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（以下「障害者総合支援法」といいます。）

第８９条及び平成３０年４月１日施行の児童福祉法第３３

条の２２の規定に基づき，都道府県障害福祉計画及び都道

府県障害児福祉計画を一体的に策定するものです。 

 また，本計画は，国の基本的な指針（平成１８年厚生労働

省告示第３９５号）に即し，市町村障害福祉計画及び市町

村障害児福祉計画（以下「市町村障害福祉計画等」といいま

す。）の達成に資するため，広域的な見地から，障害福祉サ

ービス，相談支援及び地域生活支援事業（以下「障害福祉サ

ービス等」といいます。）並びに障害児通所支援，障害児入

所支援及び障害児相談支援（以下「障害児通所支援等」とい

います。）の提供体制の確保に関して定めるものです。 

 なお，本計画の策定に当たっては，障害者総合支援法第

８９条及び児童福祉法第３３の２２条の規定に基づき，障

害者基本法第３６条に規定されている都道府県における合

議制の機関である宮城県障害者施策推進協議会の意見を聴

いて定めています。 

 

第１章 基本的事項 

 

１ 計画策定の根拠及び趣旨 

 本計画は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（以下「障害者総合支援法」といいます。）

第８９条及び平成３０年４月１日施行の児童福祉法第３３

条の２２の規定に基づき，都道府県障害福祉計画及び都道

府県障害児福祉計画を一体的に策定するものです。 

 また，本計画は，国の基本的な指針（平成１８年厚生労働

省告示第３９５号）に即し，市町村障害福祉計画及び市町

村障害児福祉計画（以下「市町村障害福祉計画等」といいま

す。）の達成に資するため，広域的な見地から，障害福祉サ

ービス，相談支援及び地域生活支援事業（以下「障害福祉サ

ービス等」といいます。）並びに障害児通所支援，障害児入

所支援及び障害児相談支援（以下「障害児通所支援等」とい

います。）の提供体制の確保に関して定めるものです。 

 なお，本計画の策定に当たっては，障害者総合支援法第

８９条及び児童福祉法第３３の２２条の規定に基づき，障

害者基本法第３６条に規定されている都道府県における合

議制の機関である宮城県障害者施策推進協議会の意見を聴

いて定めています。 

 

 

（☆はパブリックコメント等によ

る修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画策定の経過を追加したこと

により内容が重複したため，削

除 
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３ 計画の概要 

（２）計画策定の経過 

本計画は，障害者総合支援法第８９条第６項及び第７

項並びに平成３０年４月１日施行の児童福祉法第３３条

の２２第６項及び第７項の規定により，県の障害福祉施

策に関する審議会である「宮城県障害者施策推進協議会」

及び「宮城県障害者自立支援協議会」の審議を経て，県民

意見提出手続（パブリックコメント）に寄せられた県民

の皆様の声や障害福祉関係団体等からの御意見を踏まえ

ながら，策定いたしました。 

なお，みやぎ障害者プランについても，この計画と併せ

て策定いたしました。 

３ 計画の概要 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画策定の経過を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （斜体は予定） 

平成２８年 

１０月２６日 

平成２８年度第１回宮城県障害者施策

推進協議会 

 ・みやぎ障害者プランの骨子について 

平成２９年 

 １～２月 

平成２８年度宮城県障害者施策推進基

礎調査の実施 

〃    

 ２月１４日 

平成２８年度第２回宮城県障害者施策

推進協議会 

 
・みやぎ障害者プランの重点施策につい

て 

〃    

 ６月 ５日 

平成２９年度第１回宮城県障害者施策

推進協議会 

 
・みやぎ障害者プランの重点施策・各論

（素案）について 

〃    

１０月１０日 

平成２９年度第２回宮城県障害者施策

推進協議会 

 
・みやぎ障害者プランの中間案及び宮城

県障害福祉計画の策定について 
 

  



 3 / 13 
 

該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（平成２９年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

3  〃    

１１月１４日 

平成２９年度第３回宮城県障害者施策

推進協議会 

 ・宮城県障害福祉計画の中間案について 

 〃    

１２月１２日 
宮城県議会保健福祉委員会での報告 

 
・みやぎ障害者プラン及び宮城県障害福

祉計画の中間案について 

 〃    

１２月１８日 
パブリックコメント（１月１７日まで） 

 
・みやぎ障害者プラン及び宮城県障害福

祉計画の中間案について 

平成２９年 

１２月～ 

個別訪問による主な関係団体等（２６団

体等）への説明 

平成３０年 

 ２月 
（４ページのとおり） 

 〃    

 ２月１３日 

平成２９年度第２回宮城県障害者自立

支援協議会 

 
・みやぎ障害者プラン及び宮城県障害福

祉計画の最終案について 

 〃    

 ２月１６日 

平成２９年度第４回宮城県障害者施策

推進協議会 

 
・みやぎ障害者プラン及び宮城県障害福

祉計画の最終案について 

 〃    

 ３月 

みやぎ障害者プラン及び宮城県障害福

祉計画決定 

〃    

 ３月１４日 
宮城県議会保健福祉委員会での報告 
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【参考】宮城県障害者施策推進協議会委員 

（平成３０年２月１６日現在） 

氏名 所属等 備考 

浅野 元 宮城県町村会 副会長（大和町長）  

阿部 重樹 
東北学院大学経済学部共生社会経

済学科 教授 
会長 

阿部 昌展 
宮城県商工会議所連合会（仙台商

工会議所理事・事務局次長） 
 

岩佐 純 宮城障害者職業センター 所長  

奥田 妙子 
宮城県知的障害者福祉協会（障害

者支援施設幸泉学園施設長） 
 

小幡 敏昭 
宮城労働局職業安定部職業対策課 

課長 
 

加藤 亨二 宮城県商工会連合会 専務理事  

齋藤 和子 
宮城県精神保健福祉協会（みやぎ

心のケアセンター保健師） 
 

佐藤 由紀子 仙台弁護士会  

佐藤 百合 
宮城県特別支援学校長会（宮城県

立名取支援学校長） 
 

志村 祐子 
東北福祉大学総合福祉学部社会福

祉学科 准教授 
 

下山 清子 
宮城県手をつなぐ育成会（多賀城

市手をつなぐ育成会 会長） 
 

関本 則子 
宮城県精神障がい者家族連合会 

副会長 
 

登米 祐也 宮城県医師会 常任理事  

野口 和人 
東北大学大学院教育学研究科 教

授 

副会

長 

目黒 久美子 発達支援ひろがりネット 副代表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画策定の経過（協議会委員）を

追加 
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森 正義 宮城県身体障害者福祉協会 会長  

若生 裕俊 宮城県市長会（富谷市長）  

渡辺 秀憲 心のネットワークみやぎ  
（五十音順・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 【参考】個別訪問により御意見を伺った団体等 

障害福祉関係団体（２０団体） 

 高次脳機能障害者家族

会 

CIL たすけっと 

日本オストミー協会宮

城県支部 

宮城あすなろ会 

宮城県視覚障害者福祉

協会 

宮城県社会福祉協議会 

宮城県障害者スポーツ

協会 

宮城県精神障がい者家

族連合会 

宮城県脊髄損傷者協会 

宮城県聴覚障害者協会 

心のネットワークみやぎ 

仙台市障害者福祉協会 

発達支援ひろがりネット 

宮城県喉頭摘出者福祉協

会立声会 

宮城県肢体不自由児協会 

宮城県重症心身障害児

（者）を守る会 

宮城県身体障害者福祉協

会 

宮城県精神保健福祉協会 

宮城県知的障害者福祉協

会 

宮城県手をつなぐ育成会 

宮城県自立支援協議会委員（６事業所等） 

 県南生活サポートセン

ターアサンテ 

障害者相談支援事業所

ぴあら若林 

地域拠点センターふき

のとう 

障害児デイケアセンター

こどもの広場 

東北福祉大学 

なごみの里サポートセン

ター 

（五十音順） 

 

 

 

 

 

 

・計画策定の経過（個別訪問団体）

を追加 
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4 （３）区域の設定 

本計画の数値目標等の設定に当たっては，「みやぎ障害

者プラン」で定める以下の障害保健福祉圏域（７圏域）を

数値目標等設定の基本とし，次に掲げる７つの区域を設

定しています。 

（４）計画の期間並びに達成状況の分析及び評価 

（２）区域の設定 

本計画の数値目標等の設定に当たっては，「みやぎ障害

者プラン」で設定している障害保健福祉圏域（７圏域）を

数値目標等設定の基本とし，次に掲げる７つの区域を設

定しています。 

（３）計画の期間並びに達成状況の分析及び評価 

・項番ずれの修正 

 

・文言の整理 

 

 

・項番ずれの修正 

7 第２章 提供体制の確保に係る目標 

 

１ 障害者に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 ＜目標設定の考え方＞ 

地域生活への移行を進める観点から，施設入所者の地

域生活への移行目標を設定します。 

国の基本指針においては，平成２８年度末時点の施設

入所者数の９％以上が地域生活へ移行することとすると

ともに，平成３２年度末の施設入所者数を平成２８年度

末時点の施設入所者数から２％以上削減する（平成２９

年度末において，平成２９年度までの数値目標が達成さ

れないと見込まれる場合は，未達成割合を加える）こと

を基本とするとされています。 

しかしながら，施設に入所されている方の多くが，現在

の社会資源等（住まいやサービスの提供体制，県民の障

害等に対する理解・関心等）の状況では地域での生活が

難しい方であるほか，現在は在宅で生活されている方の

中にも，障害の重度化等を理由として施設入所を希望す

る方が一定数おられること等から，入所待機者数は増加

している状況にあります。このため，平成３２年度末の

施設入所者数の削減目標については，設定しないことと

いたしました。 

第２章 提供体制の確保に係る目標 

 

１ 障害者に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 ＜目標設定の考え方＞ 

地域生活への移行を進める観点から，施設入所者の地

域生活への移行目標を設定します。 

国の基本指針においては，平成２８年度末時点の施設

入所者数の９％以上が地域生活へ移行することとすると

ともに，平成３２年度末の施設入所者数を平成２８年度

末時点の施設入所者数から２％以上削減する（平成２９

年度末において，平成２９年度までの数値目標が達成さ

れないと見込まれる場合は，未達成割合を加える）こと

を基本とするとされています。 

 県では，これまでグループホームの整備をはじめとす

る，障害者等の地域生活移行を鋭意推進してきたところ

ですが，上記のとおり，４期計画における目標の達成は

困難な状況であり，国の基本指針で示された基本値をそ

のまま成果目標として用いることは，本県の実情に沿わ

ないことから，市町村計画における目標値を勘案し，平

成２８年度末時点の施設入所者の約６％に当たる１１３

人を地域生活移行者数の目標とすることとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆地域生活移行者数について国の

指針の基準を目指すべきという

意見及び入所者数の削減目標を

定めるべきという意見を受け

て，修正 
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 また，地域生活移行者数の目標値については，市町村計

画との整合を図りつつ，県全体としての地域移行を推進

する趣旨から，市町村と個別に調整を行うなどして，現

状下での最大値である１１３人（平成２８年度末時点の

施設入所者数の約６％）といたしました。 

なお，現在施設に入居されている方は，現在の社会資源

では地域での生活が難しい方が多く，地域においては，

多数の方が入所待機となっている現状があること，また，

高齢化が進む一方で特別養護老人ホーム等介護保険適用

の施設も入所待機者が多数となっていること等から，本

計画においては，第４期障害福祉計画に引き続き，施設

入所者の削減に関する成果目標を設定しないことといた

しました。 

 

 

9 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  ② 長期入院者数及び入院後の退院率 

   ＜成果目標＞ 

項目 目標 

１年以上の 

長期入院 

患者数 

６５歳 

以上 

平成３２年度末において 

１，８８６人以下 

６５歳 

未満 

平成３２年度末において 

８９９人以下 

精神病床 

における 

早期退院率 

入院後 

３か月時点 

平成３２年度において 

６９％以上 

【新規目標】 

入院後 

６か月時点 

平成３２年度において 

８４％以上 

入院後 

１年時点 

平成３２年度において 

９１％以上 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  ② 長期入院者数及び入院後の退院率 

   ＜成果目標＞ 

項目 目標 

１年以上の 

長期入院 

患者数 

６５歳 

以上 

平成３２年度末において 

１，８８６人以下 

６５歳 

未満 

平成３２年度末において 

８９９人以下 

平成３２年６月に入院した 

患者の入院後３か月時点の 

退院率 

平成３２年度において 

６９％以上 

【新規目標】 

平成３２年６月に入院した 

患者の入院後６か月時点の 

退院率 

平成３２年度において 

８４％以上 

平成３２年６月に入院した

患者の入院後１年時点の 

退院率 

平成３２年度において 

９１％以上 

 

 

 

 

 

・目標年度の明示 

 

 

 

 

・項目名の整理 
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9 注 ）１年以上の長期入院患者数 

 平成２６年の入院者数を元に国の基本指針別表第４に

定める算定式に基づき算出します。これは，第７次医療

計画における慢性期入院（１年以上の入院）の入院需要

と同じ算定式となっており，平成２６年の慢性期入院受

療率を元に継続的な入院治療を要する患者の割合，治療

抵抗性統合失調症薬の普及等の効果を勘案した地域精神

保健医療体制の高度化による影響値及び認知症施策の実

績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響

値を定め，平成３２年の推計人口にて患者数を推計しま

す。 

注１）１年以上の長期入院患者数 

 平成２６年の入院者数を元に国の基本指針別表第４に

定める算定式に基づき算出します。これは，第７次医療

計画における慢性期入院（１年以上の入院）の入院需要

と同じ算定式となっており，平成２６年の慢性期入院受

療率を元に継続的な入院治療を要する患者の割合，治療

抵抗性統合失調症薬の普及等の効果を勘案した地域精神

保健医療体制の高度化による影響値及び認知症施策の実

績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響

値を定め，平成３２年の推計人口にて患者数を推計しま

す。 

 

 注２）入院後３か月時点，６か月時点，１年時点の退院率 

ある月に入院した者のうち当該月を含む３月目，６月

目，１２月目の月末までに退院した者の割合をいいます。 

注２）入院後３か月時点，６か月時点，１年時点の退院率 

ある月に入院した者のうち当該月を含む３月目，６月

目，１２月目の月末までに退院した者の割合をいいます。 

・項目名の整理等により不要とな

ったため，削除 

10 （３）地域生活支援拠点等の整備 

【参考】４期計画における成果目標等 

項目 成果目標 

実績（整備拠点

数） 
備考 

（整備

済み圏

域） 

27

年

度 

28

年

度 

29 

年 

度 

地域生活 

支援拠点

等の整備 

平成２９年

度末までに 

各障害保健

福祉圏域に

１か所以上 

０ ０ ４ 

（見込み）

３圏域 

（仙台・

大崎・ 

登米・ 

石巻） 
 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

【参考】４期計画における成果目標等 

項目 成果目標 

実績（整備拠点

数） 
備考 

（整備

済み圏

域） 

27

年

度 

28

年

度 

29 

年 

度 

地域生活 

支援拠点

等の整備 

平成２９年

度末までに 

各障害保健

福祉圏域に 

１か所以上 

０ ０ ７ 

（見込み） 

４圏域 

（仙台・

大崎・ 

登米・ 

石巻） 
 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に修正 
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該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（平成２９年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

10 ＜目標設定の考え方＞ 

 本県では，平成３０年３月時点において，仙台圏域，大

崎圏域及び石巻圏域の３圏域（４か所）で整備済みとな

っています。 さらに平成２９年度中に仙台圏域，大崎

圏域及び登米圏域に５か所，平成３０年度中には仙台圏

域及び気仙沼圏域で２か所整備される見込みとなってい

ます。 

国の基本指針においては，各市町村又は各圏域に少な

くとも一つを整備することを基本とすることとされてい

ることから，市町村障害福祉計画等と整合性を図りなが

ら整備を推進することとし，本計画における整備目標は，

第４期障害福祉計画に引き続き，各障害保健福祉圏域に

１か所以上とします。 

なお，制度説明や施設整備にかかる費用の補助等の支

援を通じて，地域生活支援拠点等の整備を促進します。 

＜目標設定の考え方＞ 

 本県では，平成２９年９月時点において，仙台圏域，大

崎圏域及び石巻圏域の２圏域（２か所）で整備済みとな

っていますが，さらに平成２９年度中に仙台圏域，大崎

圏域及び登米圏域に５か所，平成３０年度中には大崎圏

域及び気仙沼圏域で２か所整備される見込みとなってい

ます。 

国の基本指針においては，各市町村又は各圏域に少な

くとも一つを整備することを基本とすることとされてい

ることから，市町村の障害福祉計画と整合性を図りなが

ら整備を推進することとし，本計画における整備目標は，

第４期障害福祉計画に引き続き，各障害保健福祉圏域に

１か所以上とします。 

なお，制度説明や施設整備にかかる費用の補助等の支

援を通じて，地域生活支援拠点等の整備を促進します。 

 

・市町村への照会結果を基に時点

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言の整理 

 

☆地域生活支援拠点等の整備を着

実に進めるためには，市町村に

任せるだけでなく，県の支援も

必要という意見の反映 

11 （４）福祉施設から一般就労への移行等 

＜成果目標＞ 

項目 目標 備考 

年間一般

就労 

移行者数 

平成３２年度におい

て福祉施設を退所

し，一般就労する者

の数を４６０人とす

る 

平成２８年度におい

て福祉施設を退所

し，一般就労した者

の数（２９１人）の約

１．６倍 

就労移行

支援 

事業の利

用者数 

平成３２年度末にお

ける就労移行支援事

業の利用者数を 

８７１人とする 

平成２８年度末にお

ける就労移行支援事

業利用者数（６７３

人）から約２９％増 
 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

＜成果目標＞ 

項目 目標 備考 

年間一般

就労 

移行者数 

平成３２年度におい

て福祉施設を退所

し，一般就労する者

の数を４５５人とす

る 

平成２８年度におい

て福祉施設を退所

し，一般就労した者

の数（２９１人）の約

１．５倍 

就労移行

支援 

事業の利

用者数 

平成３２年度末にお

ける就労移行支援事

業の利用者数を 

８４９人とする 

平成２８年度末にお

ける就労移行支援事

業利用者数（６７３

人）から約２６％増 
 

 

 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に修正 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に修正 
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該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（平成２９年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

13 ２ 障害児に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 

（３）【新規目標】医療的ケア児支援のための関係機関の協議

の場の設置 

＜成果目標＞ 

項目 目標 備考 

県の保健，医

療，障害福祉， 

保育，教育等関

係機関の場 

平成３０年度末

までに 

県に協議の場を

設置する 

宮城県障害者自

立支援協議会精

神障害部会又は

「宮城県医療的

ケア等推進検討

会」で協議を行

うことを想定 
 

２ 障害児に対するサービス等の提供体制の確保に係る目標 

（３）【新規目標】医療的ケア児支援のための関係機関の協議

の場の設置 

＜成果目標＞ 

項目 目標 備考 

県の保健，医

療，障害福祉， 

保育，教育等関

係機関の場 

平成３０年度末

までに 

県に協議の場を

設置する 

宮城県障害者自

立支援協議会精

神障害部会又は

「宮城県医療的

ケア等推進検討

会」で協議を行

うことを想定 
 

 

 

 

 

 

 

・各協議会等におけるこれまでの

取組や構成を考慮し，修正 

 

 

 

14 

＜目標設定の考え方＞ 

 県では，協議の場として宮城県障害者自立支援協議会

で協議を行うことを想定しておりますが，各市町村では同

様の関係者を参集することが困難なことが想定されます。 

＜目標設定の考え方＞ 

 県では，協議の場として平成２８年度に関係者により構

成される検討会を設置しておりますが，各市町村では同様

の関係者を参集することが困難なことが想定されます。 

 

 

 

 

16 

第３章 支援の種類ごとの見込量及びその見込量の確保のた

めの方策 

 

２ 障害福祉サービス等の必要な量の見込み 

● 数値を全体的に更新 

● 利用者の障害種別等による内訳を追記 

【参考】平成 28 年度における実利用者数の内訳（単位：

人） 

種別 
身体 

障害 

知的 

障害 

精神 

障害 

児童 難病 

実利用

者数 

 

(  %) 

 

(  %) 

 

(  %) 

 

(  %) 

 

(  %) 
 

第３章 支援の種類ごとの見込量及びその見込量の確保のた

めの方策 

 

２ 障害福祉サービス等の必要な量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に更新 

☆グループホーム等の利用見込み

について，障害種別毎に示すべ

きという意見があったが，推計

が難しいため，利用実績を記載 



 11 / 13 
 

該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（平成２９年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

38 （４）【新規指標】医療的ケア児に対する関連分野の支援を

調整するコーディネーターの配置 

 ＜県計画値＞ 

 単位 30 年度 31 年度 32 年度 

配置人数 人 0 14 37 
 

（４）【新規指標】医療的ケア児に対する関連分野の支援を

調整するコーディネーターの配置 

 ＜県計画値＞ 

 単位 30 年度 31 年度 32 年度 

配置人数 人 0 17 31 
 

 

 

 

 

・市町村への照会結果を基に修正 

39 （６）【新規】地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量 

 ＜県計画値＞ 

項目 32 年度 

基盤整備量（利用者数） ５６４人 

注）地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量 

 精神科病院における長期入院患者のうち，精神障害

のある人を支える地域の医療，保健，障害福祉，介護，

住まい，社会参加及び就労支援等の体制が整備される

ことにより，退院することが可能と見込まれる人数で

す。 

 平成２６年の精神病床入院患者数を元に，国の基本

指針に基づき算定し，障害福祉サービス等の見込量設

定において考慮することとされています。 

（６）【新規】地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量 

 ＜県計画値＞ 

項目 32 年度 

基盤整備量（利用者数） ５６４人 

注）地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量 

    平成２６年の精神病床の入院者数を元に国の基本指

針別表第４に定める算定式により設定することとされ

たもの。 

 

 

 

 

 

 

☆基盤整備量の説明が足りないと

いう意見の反映 

 

 

 

 

 

40 

３ 障害福祉サービス等の必要な見込量確保のための方策 

（１）指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の提供体

制の確保 

・船形コロニー整備事業 

 県全域における障害のある人のセーフティネット機能

が期待される県立障害者支援施設「船形コロニー」につ

いて，老朽化等への対応とともに，民間施設のバックア

ップ・地域の社会資源のコーディネートといった新たな

役割を果たすことを見据えた整備を進めます。 

３ 障害福祉サービス等の必要な見込量確保のための方策 

（１）指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の提供体

制の確保 

・船形コロニー整備事業 

 施設の老朽化やバリアフリー化の対応等が求められて

いる県立障害者支援施設「船形コロニー」について，県全

域におけるセーフティネット機能を担うべく再整備を進

めます。 

 

 

 

 

 

・障害者プランに寄せられた意見

を反映し，船形コロニーの「セー

フティネット機能」について具

体的説明を追記 
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該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（平成２９年度第３回協議会提示資料） 摘  要 
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第５章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措

置 

 

６ 障害を理由とする差別の解消の推進 

（４）関係機関と連携した差別解消の取組 

障害者差別解消法における「障害者差別解消支援地域

協議会」の役割を担う「宮城県障害者施策推進協議会」等

の場において，障害者差別に関する相談内容や対応事例，

合理的配慮の事例等についての民間企業を含む関係機関

との情報共有や事例分析，研修事業の開催等を通じて，

障害を理由とする差別に関する紛争の防止・解決力の向

上を図ります。 

第５章 障害福祉サービス等の質の向上等のために講ずる措

置 

 

６ 障害を理由とする差別の解消の推進 

（４）関係機関と連携した差別解消の取組 

障害者差別解消法における「障害者差別解消支援地域

協議会」の役割を担う「宮城県障害者施策推進協議会」等

の場において，障害者差別に関する相談内容や対応事例，

合理的配慮の事例等についての民間企業を含む関係機関

との情報共有や事例分析，研修事業の開催等を通じて，

障害を理由とする差別に関する紛争の防止・解決力の向

上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障害者プランに寄せられた意見

を反映し，民間企業を含むこと

を追記 
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第６章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 

 

１ 地域生活支援事業 

（４）広域的な支援事業 

② 精神障害者地域生活支援広域調整等事業 

＜地域生活支援広域調整会議等事業＞ 

 30 年度 31 年度 32 年度 

協議会の開催

見込み数 
2 回を基本 2 回を基本 2 回を基本 

 

＜災害派遣精神医療チーム体制整備事業＞ 

 30 年度 31 年度 32 年度 

運営委員会開

催見込み数 
1 回を基本 1 回を基本 1 回を基本 

 

第６章 地域生活支援事業等の実施に関する事項 

 

１ 地域生活支援事業 

（４）広域的な支援事業 

② 精神障害者地域生活支援広域調整等事業 

＜地域生活支援広域調整会議等事業＞ 

 30 年度 31 年度 32 年度 

協議会の開催

見込み数 
2 回を基本 2 回を基本 2 回を基本 

 

＜災害派遣精神医療チーム体制整備事業＞ 

 30 年度 31 年度 32 年度 

運営委員会開

催見込み数 
1 回を基本 1 回を基本 1 回を基本 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆宮城県障害者自立支援協議会精

神障害者部会（地域生活支援広

域調整会議等事業により実施）

の開催は，２回では足りないと

いう意見を踏まえた修正。なお，

その他の会議についても同様と

した。 
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該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
最終案 中間案（平成２９年度第３回協議会提示資料） 摘  要 

49 ＜発達障害者支援地域協議会による体制整備事業＞ 

 30 年度 31 年度 32 年度 

検討会の開催

見込み数 
2 回を基本 2 回を基本 2 回を基本 

 

＜発達障害者支援地域協議会による体制整備事業＞ 

 30 年度 31 年度 32 年度 

検討会の開催

見込み数 
2 回を基本 2 回を基本 2 回を基本 

 

 

 

 

 

 

 


